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第 １ 章  総      則 

 

（目  的） 

第 １ 条 本協会は、中小漁業融資保証法（昭和 27年法律第 346 号。以下「法」という。）に基づき、金融

機関の中小漁業者等に対する貸付け等についてその債務を保証することを主たる業務とし、もって中小

漁業者等が必要とする資金の融通を円滑にし、中小漁業の振興を図ることを目的とする。 

（業  務） 

第 ２ 条 本協会は、前条の目的を達成するため、次の業務を行う。 

  (1) 会員たる中小漁業者等（その者が漁業協同組合又は水産加工業協同組合である場合には、その組合

員を含む。以下のこの号において同じ。）が次に掲げる資金の借入れ（ハに掲げる資金に充てるため

に手形の割引を受けることを含む。）をすることにより金融機関に対して負担する債務の保証 

   イ 漁業近代化資金 

   ロ 沿岸漁業改善資金 

   ハ イ及びロに掲げるもののほか、中小漁業者等の事業又は生活に必要な資金 

  (2) 水産業協同組合法（昭和 23 年法律第 242 号）第 11 条第１項第３号及び第４号の事業を行う漁業協

同組合又は信用漁業協同組合連合会が株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫の委託

（沖縄振興開発金融公庫にあっては沖縄振興開発金融公庫法（昭和 47 年法律第 31 号）第 19 条第１

項第４号の規定による貸付けの業務に係るものに限る。）を受けて中小漁業者等（水産動植物の採捕

又は養殖の事業を営む者に限る。以下この号において同じ。）に対する貸付けを行った場合であって、

当該漁業協同組合又は信用漁業協同組合連合会が中小漁業者等の当該借入れによる債務を保証するこ

ととなるときのその保証債務の保証 

  (3) 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法（昭和 51 年法律第 43 号）第４条第１項の認定に

係る同項の改善計画に従って漁業経営の改善のための措置を行う中小漁業者等に対しその経営の改善

に必要な資金の貸付けを行う金融機関に対する当該貸付けに必要な資金の供給 

  (4) 前３号に掲げる業務に附帯する業務 

２ 前項の「中小漁業者等」とは、次に掲げる者をいう。 

  (1) 漁業を営む個人及び漁業に従事する個人 

  (2) 漁業を営む法人（水産業協同組合を除く。）であってその常時使用する従業者の数が 300 人以下で

あり、かつ、その使用する漁船の合計総トン数が 3000 トン以下であるもの 

  (3) 水産加工業を営む個人 

  (4) 水産加工業を営む法人（水産業協同組合を除く。）であってその常時使用する従業者の数が 300 人

以下であるもの又はその資本金の額若しくは出資の総額が１億円以下であるもの 

  (5) 水産業協同組合（信用漁業協同組合連合会及び信用水産加工業協同組合連合会を除く。） 

  (6) 水産業の振興を目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、(1)に掲げる者（漁業を営む

個人に限る。以下この項において同じ。）若しくは(2)から(5)までに掲げる者又は地方公共団体が、

一般社団法人にあっては総社員の議決権の過半数を有し、一般財団法人にあっては基本財産の額の過 

定１ 



半を拠出しているもの（漁業又は水産加工業を行うものを除く。） 

(7) 水産物の保蔵、運搬又は販売の事業その他の水産業の振興に資する事業を主たる事業として営む会

社であって、(1)から(5)までに掲げる者が、株式会社にあっては総株主の議決権（地方公共団体が有

する議決権及び株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使すること

ができない株式についての議決権を除き、会社法(平成 17 年法律第 86号)第 879 条第 3項の規定によ

り議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。）の過半数を有し、持分会社（同

法第 575 条第 1 項に規定する持分会社をいう。）にあっては業務を執行する社員の過半を占めている

もの（漁業又は水産加工業を営むものを除く。） 

  (8) 法人でない団体（漁業又は水産加工業を営むものにあっては、その事業に常時従事する者の数が

300 人以下であるものに限る。）であって、(1)から(4)までに掲げる者がその主たる構成員となって

いるもの 

（名  称） 

第 ３ 条 本協会は、宮城県漁業信用基金協会という。 

（区  域） 

第 ４ 条 本協会の区域は、宮城県一円の区域とする。 

（事務所の所在地） 

第 ５ 条 本協会の事務所は、宮城県仙台市に置く。 

（農林中央金庫への加入等） 

第 ６ 条 本協会が農林中央金庫に加入し、又は脱退しようとするときは総会の議決を経なければならない。 

２ 本協会が独立行政法人農林漁業信用基金に出資し、又は同基金に対する持分の全部の譲渡をしようとす

るときは総会の議決を経なければならない。 

（公  告） 

第 ７ 条 本協会の公告は、法又は他の法律の規定により行う公告については官報に掲載し、それ以外の場

合は、本協会の掲示板に掲示して、これをする。 

２ 前項の公告の内容は、必要があるときは、河北新報に掲載して、これをする。 

（規  約） 

第 ８ 条 この定款及び業務方法書に定めるもののほか、業務の執行、会計その他必要な事項は、総会の議

決を経て規約で定める。 

 

第 ２ 章  会      員 

（会員の資格） 

第 ９ 条 本協会の区域内に住所又は事業場を有する中小漁業者等及び協会の区域の全部又は一部をその区

域とする地方公共団体は、本協会の会員になることができる。 

２ 前項に規定する者のほか、本協会と保証契約を結んでいる次の金融機関は、本協会の会員となることが

できる。 

   (1) 東日本信用漁業協同組合連合会 
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３ 会員は、出資１口につき１個の議決権を有する。 

（加  入） 

第 10 条 本協会の会員になろうとする者は、氏名又は名称、住所及び引き受けようとする出資口数を記載

した加入申込書に次に掲げる書類を添付して本協会に提出しなければならない。 

  (1) 第２条第２項第１号、第２号、第４号又は第６号から第８号までに掲げる者にあっては、その者に

該当することを証する書面 

  (2) 漁業又は水産加工業を営む者にあっては、その営む漁業又は水産加工業の概要を記載した書面 

  (3) 地方公共団体以外の法人にあっては、定款並びに代表者の住所及び氏名を記載した書面 

  (4) 水産業協同組合にあっては、加入について総会又は総代会の議決を経たことを証する書面 

  (5) 地方公共団体にあっては、加入についてその議会の議決を経たことを証する書面 

  (6) 法人でない団体にあっては、代表者及び代表権の範囲、団体の目的、団体の意思決定の機関及びそ

の方法、団体の構成員たる資格並びに構成員の加入及び脱退に関する事項並びに団体の会費の徴収方

法を定めた規約並びに代表者の住所及び氏名を記載した書面 

  (7) その他本協会が必要と認める書面 

２ 本協会は、前項の申込みを受けこれを承諾したときは、その旨を申込者に通知し、出資の払込みをさせ

た後会員名簿に記載するものとする。 

３ 出資口数を増加しようとする会員については、前２項の規定を準用する。ただし、第１項の添付書類は

必要としない。 

（持分の譲渡） 

第 11 条 会員は、本協会の承認を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。 

２ 会員でない者が持分を譲り受けようとする場合には、前条第１項及び第２項の規定を準用する。ただし、

同条第２項の出資の払込みをさせない。 

３ 死亡した会員の相続人（相続人が数人あるときは、その同意をもって選定された１人の相続人）で会員

たる資格を有する者が本協会に対し、相続開始の時から 30 日以内に加入の申出をし、本協会がこれを承

諾したときは、相続開始の時に会員になったものとみなす。この場合には、相続人たる会員は、被相続

人の持分についてその権利義務を承継する。 

（加入承諾等の停止） 

第 12 条 本協会は、前条第３項の規定による加入の場合を除き、総会の会日の２週間前から総会の終了す

るまでの間は、加入承諾及び持分の譲渡の承認をしないものとする。 

（届  出） 

第 13 条 会員は、その資格を失ったとき、又は次の事項について変更が生じたときは、直ちにその旨を本

協会に届け出なければならない。 

  (1) 氏名若しくは名称又は住所 

  (2) 地方公共団体以外の法人又は団体にあっては、定款若しくは規約又は代表者の住所若しくは氏名 

（脱  退） 

第 14 条 会員は、次の事由によって脱退する。 
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  (1) 会員たる資格の喪失 

  (2) 死亡又は解散 

  (3) 破産手続開始の決定 

  (4) 除  名 

２ 会員は、６月前までに本協会に予告し、事業年度の終わりにおいて脱退することができる。ただし、法

第 17条第１項各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 

（除  名） 

第 15 条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決を経てこれを除名することができる。

この場合には、本協会は、その総会の会日の 10 日前までにその会員に対してその旨を通知し、かつ、総

会で弁明する機会を与えなければならない。 

  (1) 出資の払込みその他本協会に対する義務の履行を怠ったとき。 

  (2) 本協会の事業を妨げる行為をしたとき。 

  (3) 法令又は本協会の定款、業務方法書若しくは規約に違反し、その他本協会の信用を失わせる行為を

したとき。 

２ 除名を決議したときは、その理由を明らかにした書面をもって、これをその会員に通知しなければなら

ない。 

（脱退者に対する出資の払戻し） 

第 16 条 会員が脱退した場合において、その者はその出資額の全部又は一部の払戻しを請求することがで

きる。ただし、脱退の時（第４項の規定により払戻しを停止されたときは、払戻しを請求することがで

きるようになった時）から２年以上を経過した場合には、この限りでない。 

２ 前項の請求があったときは、本協会は、その者が脱退した日（第４項の規定により払戻しを停止された

ときは、払戻しを請求することができるようになった日。以下本条において同じ。）の属する事業年度の

終わりにおいて、その出資額に相当する金額を払い戻すものとする。ただし、当該事業年度の終わりに

おいて、出資の総額に相当する財産が出資の総額より減少したときは、各会員の出資額に応じて減額し

て算定した金額を払い戻すものとする。 

３ 除名によって会員が脱退した場合には、前項の規定により払い戻すべき金額の 10 分の７に相当する金

額を払い戻すものとする。 

４ 会員の脱退の際本協会が当該会員（当該会員が漁業協同組合又は水産加工業協同組合である場合には、

その組合員を含む。以下この項において同じ。）の債務を保証しているとき又は当該会員に代わって債務

を弁済したことにより取得した求償権を有しているときは、本協会は、その債務につきその債務者に代

わって弁済しないことが明らかになるまで、又は当該求償権に係る債務が完済されるまでは、その脱退

した者に対し前２項の払戻しを停止するものとする。 

５ 本協会は、前項の規定により払戻しを停止した場合においてその停止を解いたときは、速やかに、その

者に対してその旨を通知するものとする。 

（出資口数の減少） 

第 17 条 会員は、その事業を休止したとき、事業の一部を廃止したとき、その他特にやむを得ない事由が 
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あると理事会が認めた場合は、その出資の口数を減少することができる。ただし、その会員が本協会に

加入した時（本協会が成立した時から会員である者については、その時）から１年を経過していないと

きは、この限りでない。 

２ 会員がその出資口数を減少したときは、第 14 条第２項並びに前条第１項、第２項、第４項及び第５項

の規定を準用する。 

 

第 ３ 章  出 資 及 び 積 立 金 

 

（会員の出資） 

第 18 条 会員は、出資１口以上を有しなければならない。 

（出資の払込） 

第 19 条 出資１口の金額は、金５万円とし、漁業権証券又は現金をもって、全額を一時に払い込むものと

する。 

（過怠金の徴収） 

第 20 条 会員が出資の払込みを怠ったときは、払込予定金額に対し払込期日の翌日から払込完了の日まで

の日数に応じ、当該金額につき年 14.5 パーセントの割合により計算した額の過怠金を徴収するものとす

る。 

（職員退職給付引当金） 

第 21 条 本協会は、職員退職給付規程の定めるところにより、毎事業年度職員退職給付引当金を積み立て

るものとする。 

２ 職員退職給付規程は、理事会が定める。 

 

第 ４ 章  役  職  員 

 

（役員の定数） 

第 22 条 本協会に、役員として理事７人、監事３人を置く。 

２ 本協会に顧問を置くことができる。 

３ 顧問は理事会の決議によって委嘱する。 

（役員の選任） 

第 23 条 理事の定数のうち５人及び監事の定数のうち２人は、次に掲げる者のうちから総会で選任する。 

(1) 会員たる漁業協同組合、漁業生産組合若しくは水産加工業協同組合の理事（経営管理委員を置く漁

業協同組合にあっては、理事又は経営管理委員）若しくは組合員（准組合員を除き、法人にあっては

その代表者とする。）又は会員たる漁業協同組合連合会若しくは水産加工業協同組合連合会の理事

（経営管理委員を置く漁業協同組合連合会にあっては、理事又は経営管理委員） 

 (2) 会員たる法人若しくは団体（水産業協同組合及び地方公共団体を除く。）の代表者又は会員たる個人 

  (3) 会員たる地方公共団体の長又はその補助機関たる職員 
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２ 理事の定数のうち２人及び監事の定数のうち１人は、金融に関する学識経験を有する者を総会の議決に 

よって委嘱する。 

３ 前２項に規定するもののほか、役員の選任及び委嘱については、附属書役員選任規程の定めるところに

よる。 

（理事長の職務） 

第 24 条 理事のうち１人を理事長とし、理事会において互選する。 

２ 理事のうち１人を専務理事とし、理事会において互選することができる。 

３ 理事長は、本協会を代表し、理事会の決定に従って本協会の業務を総理する。 

４ 専務理事は、理事長を補佐して本協会の事務を掌理し、理事長に事故あるときはその職務を代理し、理

事長が欠員のときにはその職務を行う。 

５ 理事長及び専務理事以外の理事は、理事会において予め互選により定めた順位に従い、理事長及び専務

理事に事故あるときはその職務を代理し、理事長及び専務理事が欠員のときはその職務を行う。 

（理 事 会） 

第 25 条 本協会の業務運営は、業務方法書によるほか、理事会においてこれを決する。 

２ 理事会において付議すべき事項は、次のとおりとする。 

  (1) 業務の運営に関する基本方針の決定に関する事項 

  (2) 総会の招集及び総会に付議すべき事項 

  (3) 行政庁による検査及び監事による監査結果に関する事項 

  (4) 前各号に掲げる事項のほか、理事会において必要と認めた事項 

３ 理事会は、必要に応じ、理事長が招集する。 

４ 理事の総数の３分の１以上又は監事から、会議の目的を示して請求のあったときには、理事長は遅滞な

く、理事会を招集しなければならない。 

５ 理事会の議事は、理事の過半数が出席し、出席した理事の過半数をもってこれを決し、可否同数である

ときは、理事長がこれを決める。 

６ 理事長は、理事会の議長となる。 

７ 理事会の議事については、議事の経過の概要及びその結果を記載した議事録を作成し、議長の指名した

理事２名以上がこれに署名し、又は記名押印するものとする。 

（監事の職務） 

第 26 条 監事は、少なくとも毎事業年度２回本協会の財産及び業務執行の状況を監査しなければならない。 

２ 監事は、代表監事を互選することができる。 

３ 監事は、第１項の監査の結果につき理事会に報告し意見を述べなければならない。 

４ 監査についての細則は、監事が定める。 

（役員の任期） 

第 27 条 役員の任期は、３年とし、前任者の任期満了の日の翌日から起算する。 

２ 法第 34条の規定による役員の解任の請求、法第 67条第２項の規定による理事若しくは監事全員の解任

又は理事若しくは監事全員の辞職によって就任した理事又は監事の任期は３年とし、就任の日から起算 
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する。 

３ 補欠選任（定数の増加に伴う場合の補充選任を含む）又は法第 34 条第２項ただし書の規定による解任

の請求、法第 67条第２項の規定による役員の一部の解任若しくは辞任又は第 27条の２の規定に基づく失

職に係る定員の補充によって就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

４ 理事又は監事の全員が解任、辞任又は任期満了により退任した場合は、退任した理事又は監事は後任の

理事または監事が就任するまでは、なおその職務を行う。 

（役員の失職） 

第 27 条の２ 第 23 条第１項の規定により選任されて就任した役員が同項各号に掲げる者に該当しないこ

ととなったときは、当該役員はその職を失う。 

（役員の報酬等） 

第 28 条 役員の報酬その他の給与は、総会の議決によって定める。 

（役員の忠実義務） 

第 29 条 役員は、法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款、業務方法書、規約及び総会の決議を尊

重し、本協会のため忠実にその職務を遂行しなければならない。 

２ 役員がその任務を怠ったときは、その役員は、本協会に対して連帯して損害賠償の責めに任じなければ

ならない。 

３ 役員がその職務を行うに当たって悪意又は重大な過失があったときは、その役員は、第三者に対して連

帯して損害賠償の責めに任じなければならない。 

（参事及び会計主任） 

第 30 条 本協会は、参事２人及び会計主任１人を置くことができる。 

２ 参事及び会計主任の職務は理事が定める。 

 

第 ５ 章  総      会 

 

（総会の招集） 

第 31 条 理事長は、毎事業年度１回６月通常総会を招集する。 

２ 理事長は、次の場合に臨時総会を招集する。 

  (1) 理事長が必要と認めたとき。 

  (2) 会員が総会員の５分の１以上又はその出資の合計額が出資総額の５分の１以上となる会員の同意を

得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して総会の招集を請求した

とき。 

  (3) 会員が総会員の５分の１以上又はその出資の合計額が出資総額の５分の１以上となる会員の連署を

もって役員の解任を請求したとき。 

３ 前項第２号又は第３号の場合には、理事長は、請求のあった日から 20 日以内に総会招集の手続をとら

なければならない。 

４ 監事は、次の場合に臨時総会を招集する。 
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  (1) 理事長の職務を行う者がないとき及び理事長が第２項第２号又は第３号の請求があっても正当な理 

由がないのに招集の手続をとらないとき。 

  (2) 監事が財産の状況又は業務の執行について不整の点があることを発見した場合において、これを総

会に報告するため必要と認めたとき。 

（総会の議決） 

第 32 条 総会は、総会員の半数以上で、かつ、その出資の合計額が出資総額の２分の１以上となる会員が

出席しなければ、議事を開いて議決することができない。 

２ 前項に規定する会員の出席がないときは、本協会は、20 日以内に更に総会を招集しなければならない。

この場合には、同項の規定にかかわらず、総会員の３分の１以上で、かつ、その出資の合計額が出資総

額の３分の１以上となる会員の出席をもって議事を開き議決することができる。ただし、次条各号に掲

げる事項についてはこの限りでない。 

（総会の議決事項） 

第 33 条 総会では、予め通知した事項に限って議決するものとする。ただし、次の事項を除くほか緊急に

実施する必要のある事項についてはこの限りでない。 

  (1) 定款の変更 

  (2) 業務方法書の変更 

  (3) 解散又は合併 

  (4) 会員の除名 

  (5) 事業の全部の譲渡 

（総会の議長） 

第 34 条 総会の議長は、総会に出席した会員（地方公共団体にあっては、その長又はこれを代理する補助

機関たる職員、その他の法人若しくは団体にあっては、その代表者）のうちから会員が選任する。 

（書面又は代理人による議決） 

第 35 条 会員は、予め通知のあった事項につき、書面又は代理人をもって議決権を行うことができる。 

２ 前項の規定により議決権を行う者は、出席者とみなす。 

３ 第１項の規定により書面をもって議決権を行使する場合において、その書面が総会の開会までに本協会

に到達しないときは、無効とする。 

４ 代理人は、代理権を証する書面を本協会に提出しなければならない。 

（議事録の作成） 

第 36 条 総会の議事については、議事の経過の概要及びその結果を記載した議事録を作成し、議長及び出

席した理事がこれに署名し、又は記名押印するものとする。 

 

第 ６ 章  事業の執行及び会計 

 

（事業年度） 

第 37 条 本協会の事業年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 
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（業務の方法） 

第 38 条 次の事項は、業務方法書の定めるところによる。 

   (1) 被保証人の資格及び保証に係る借入資金（手形の割引に係る保証にあっては、当該手形の割引によ

り融通を受ける資金をいい、第２条第１項第２号に掲げる保証にあっては、株式会社日本政策金融

公庫又は沖縄振興開発金融公庫の委託を受けて漁業協同組合又は信用漁業協同組合連合会が貸し付

ける資金をいう。第５号において同じ。）の種類 

  (2) 保証の範囲 

  (3) １被保証人についての保証の金額の最高限度 

  (4) 保証の金額の合計額の最高限度 

  (5) 保証に係る借入資金の借入れの期間（手形の割引に係る保証にあっては、手形の割引を受けた時か

ら当該手形の満期までの期間）の最高限度 

  (6) 保証料に関する事項その他被保証人の守るべき条件に関する事項 

  (7) 保証の申込み及び承諾並びに保証契約の締結に関する事項 

  (8) 保証債務の弁済の事由、弁済の時期その他保証債務の弁済に関する事項 

  (9) 保証契約の変更に関する事項 

  (10) 独立行政法人農林漁業信用基金法（平成 14 年法律第 128 号）第 12 条第１項第７号に規定する保証

保険の付保に関する事項 

  (11) 求償権の償却に関する事項 

  (12) 違約金に関する事項 

  (13) 委託業務に関する準則 

  (14) 保証債務の弁済に充てるための基金及び法第 43条の２第１項の資金の管理方法 

  (15) 法第 43条の３第１項の金銭の管理方法 

  (16) 供給する資金の利率、期限その他の資金供給の条件 

  (17) 前号に掲げるもののほか、資金供給契約に関する事項 

（経理の区分） 

第 39 条 本協会は、次の業務ごとに区分して経理するものとする。 

   (1)  漁業近代化資金に係る債務の保証の業務 

   (2)  沿岸漁業改善資金に係る債務の保証の業務 

   (3)  第２条第１項第１号ロに掲げる資金に係る債務の保証及び同項第２号に掲げる債務の保証の業務 

   (4)  第２条第１項第３号に掲げる資金の供給の業務 

 

第 ７ 章  剰余金の処分及び損失の処理 

 

（剰余金の処分） 

第 40 条 本協会は、第２条第１項第１号及び第２号に掲げる業務に係る毎事業年度の剰余金の全部を準備

金として積み立てるものとする。 
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２ 前項の準備金は、第２条第１項第１号及び第２号に掲げる業務に係る損失のてん補に充て、又は保証債

務の弁済に充てるための基金に繰り入れることができる。 

３ 第１項の準備金は、前項の場合を除いては、これを取り崩してはならない。 

４ 本協会は、第２条第１項第３号に掲げる業務に関し、剰余金が生じた場合には、翌事業年度に繰り越す

ものとする。 

（損失の処理） 

第 41 条 第２条第１項第１号及び第２号に掲げる業務に関する経理において決算上の不足金を生じたとき

は、前条第１項の準備金を取り崩してこれに充て、なお不足があるときは、同条第２項の規定による繰

入金を取り崩してこれに充てることができる。 

２ 第２条第１項第１号及び第２号に掲げる業務に関する経理において前事業年度から繰り越された不足金

があるときは、前項の繰入金を取り崩してこれに充てることができる。 

３ 前２項の場合において、なお不足するときは翌事業年度に繰り越すものとする。 

４ 第２条第１項第３号に掲げる業務に関し、不足金が生じた場合には、前条第４項の繰越金をもってこれ

に充て、なお不足するときは、翌事業年度に繰り越すものとする。 

 

 

 

 

    附  則 ［昭和 48年 7月 13日 48 水漁第 4278 号］ 

  この定款の変更は、主務大臣の認可のあった日から施行する。 

 

    附  則 ［昭和 51年 12月 25 日 51 水漁第 6805 号］ 

  この定款の変更は、主務大臣の認可のあった日から施行する。 

 

    附  則 ［昭和 55年 5月 30日 55 水漁第 2582 号］ 

  この定款の変更は、主務大臣の認可のあった日から施行する。 

 

    附  則 ［昭和 62年 10月 1日 62水漁第 3896 号］ 

  この定款の変更は、主務大臣の認可のあった日から施行する。 

 

    附  則 ［平成 7年 7月 19日 7 水漁第 2409 号］ 

  この定款の変更は、主務大臣の認可のあった日から施行する。 

 

    附  則 ［平成 7年 9月 28日 ７水漁第 3121 号］ 

  この定款の変更は、主務大臣の認可のあった日から施行する。 
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    附  則 ［平成 9年 6月 19日 9 水漁第 1939 号］ 

  １ この定款の変更は、主務大臣の認可のあった日から施行する。 

  ２ この定款の変更の際、現に改正前の定款第 23条第１項の規定により選任された理事及び同条第２ 

   項により委嘱された理事の定数については、改正後の定款第 23 条第１項及び同条第２項の規定にか

かわらず、この定款の変更の際現に選任され又は委嘱されている理事が、その任期を満了するまで、

なお、従前の例による。 

 

附  則 ［平成 10年 6月 17日 10 水漁第 2251 号］ 

  この定款の変更は、主務大臣の認可のあった日から施行する。 

 

    附  則 ［平成 12年 8月 21日 12 水漁第 2445 号・金監第 121号］ 

  この定款の変更は、主務大臣の認可のあった日から施行する。 

 

    附  則 ［平成 14年 9月 9日 14水漁第 970 号・金監第 3786 号］ 

  この定款の変更は、主務大臣の認可のあった日から施行する。 

 

    附  則 ［平成 15年 9月 19日 15 水漁第 1026 号・金監第 2857 号］ 

  この定款の変更は、主務大臣の認可のあった日から施行する。ただし、変更後の第６条第２項及び

第 38条第 10号の規定は、独立行政法人農林漁業信用基金の成立の日から施行する。 

 

    附  則 ［平成 16年 8月 2日 16水漁第 926 号・金監第 2232 号］ 

  この定款の変更は、主務大臣の認可のあった日から施行する。 

 

    附  則  [平成 17年 10月 21 日  17 水漁第 1624 号・金監第 2607 号] 

  この定款の変更は、主務大臣の認可のあった日から施行する。 

 

  附  則 [平成 18年 9月 28日 18 水漁第 1461 号・金監第 2125 号] 

  １  この定款の変更は、主務大臣の認可のあった日から施行する。 

２  変更後の定款第 22 条第 1 項及び第 23 条第 1 項、第 2 項の規定は、平成 19 年 7 月 1 日から施行す

る。 

 

  附  則 [平成 20年４月１日 19水漁第 3760 号・金監第 850 号] 

  １  この定款の変更は、主務大臣の認可のあった日から施行する。ただし、変更後の定款第２条第１項

第２号及び第 38条第１号の規定は株式会社日本政策金融公庫の成立の日から施行する。 

２  変更後の定款第 23条第 1項、第２項及び役員選任規程第８条の規定は、平成 22年 7月 1日から施

行する。 
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    附  則 ［平成 21年 7月 24日 21 水漁第 865号・金監第 1752 号］ 

  この定款の変更は、主務大臣の認可のあった日から施行する。 

 

    附  則 ［令和４年４月９日 ４水漁第 617 号・金監督第 2028 号］ 

この定款の変更は、主務大臣の認可のあった日から施行する。ただし、変更後の定款第２条第１項第

１号及び第３９条の規定は令和４年４月１日から施行する。 

 

    附  則 ［令和６年８月９日 ６水漁第 593 号・金監督第 2288 号］ 

この定款の変更は、主務大臣の認可のあった日から施行する。ただし、変更後の定款第９条第２項の

規定は令和６年４月１日から施行する。 
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（付属書）宮城県漁業信用基金協会役員選任規程 

 

（候補者とすることができない者） 

第 １ 条 次に掲げるものは、役員の候補者とすることができない。 

  (1) 未成年者 

  (2) 成年被後見人又は被保佐人 

  (3) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

（選任の期日） 

第 ２ 条 役員の任期満了による選任は、役員の任期が終わる日の２ヵ月前の日以後に行う。 

（選任の方法） 

第 ３ 条 役員は、総会の議決によって選任する。 

２ 理事長は、役員の選任を行う総会の招集通知に、選任する理事又は監事の数を示さなければならない。 

３ 第１項の議決は、総会員の半数以上で、かつ、その出資の合計額が出資総額の２分の１以上となる会員

が出席しなければ行うことができない。 

（選任に関する議案） 

第 ４ 条 役員の選任に関する議案は、理事長がこれを総会に提出する。 

２ 理事長は、役員の選任に関する議案を総会に提出するには、協会が別に定める区分によりこの協会の会

員を代表するものとして選ばれた者をもって構成する推薦会議において推薦された者につき議案を作成

していなければならない。 

３ 推薦会議は、前項の規定により推薦する者を総会の会日の８日前までに決定しなければならない。 

４ 推薦会議は、第２項の規定により、推薦する者を決定したときは、その推薦する者の住所、氏名及び理

事又は監事の別を直ちに理事長に報告しなければならない。 

５ 理事長は、前項の規定により報告のあった事項を総会の会日の７日前までに公告しなければならない。 

６ ２人以上の役員を選任する場合においては、役員に推薦された者につき、理事に推薦された者と監事に

推薦された者とを区分するときを除き、区分して議案を作成してはならない。 

（推薦候補者の承諾） 

第 ５ 条 推薦会議は、前条第２項の規定により役員の候補者を推薦しようとするときは、あらかじめ、そ

の者の承諾を得ておかなければならない。 

（通知及び公告並びに役員の就任） 

第 ６ 条 役員の選任に関する議案が総会において可決されたときは、理事長は、直ちに役員に選任された

もの（以下「被選任者」という。）にその旨を通知し、同時に被選任者の住所及び氏名並びに理事又は監

事の別を公告しなければならない。 

２ 被選任者は、前項の規定による公告があった時に役員に就任するものとする。ただし、公告のときが現

任役員の任期満了前であるときは、その任期満了の日の翌日に就任するものとする。 

（補欠の選任） 

第 ７ 条 役員中欠員を生じた場合において、その欠員数が理事又は監事の定数の２分の１以上となったと 
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 き又は理事会が必要と認めるときは、補欠選任を行わなければならない。 

２ 前項の補欠選任は、役員の任期満了日の４ヵ月以内においては行わない。 

３ 第１項の場合には、前条までの規定を準用する。 

（委嘱理事及び監事） 

第 ８ 条 定款第 23 条第２項の規定による理事及び監事の委嘱については、前各条の規定による役員の選

任の方法に準じて行うものとする。 
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